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平成２９年司法試験合格発表についての会長声明 

 

１ ９月１２日、司法試験の最終合格者が発表された。当会は、新たに法曹とな

る合格者を歓迎し、今後の司法修習、実務でのＯＪＴを通じて、法律実務家と

して大きく成長されることを期待する。  

２ 司法試験は、法曹となろうとする者に必要な学識と応用能力を有するかどう

かを判定する国家試験である（司法試験法第１条第１項）。司法は市民の権利

義務と社会正義に深く関わるものであるから、司法試験を適切に運営して法曹

の質を確保することは、市民に対する国の重大な責務である。 

  法曹養成制度改革推進会議も、平成２７年６月、司法試験合格者数を年間１

５００人程度以上とすべきであるとする検討結果を取りまとめたが、その際、

「輩出される法曹の質の確保を考慮せずに達成されるべきものでないことに留

意する必要がある」との重要な留保を付している。 

３ 司法試験の在り方について、当会は、弁護士の急増政策に基づく急増現象に

より、弁護士業務の過度の商業化やＯＪＴ不足が危惧されること、法曹志願者

激減に伴う司法試験の機能不全が懸念されること、弁護士制度の国家資格制度

としての安定性と確実性が損なわれていることを指摘して、弁護士増加ペース

を緩めるべく、司法試験合格者数を年間１０００人以下とするよう求める総会

決議を行った（平成２９年６月２４日）。また、本年の合格発表に先立ち、司

法を担う法曹の質の維持・向上の要請をふまえた厳正な合格判定を行うよう求

める会長声明を発した（同年７月８日）。 

４ ところが、本年の司法試験合格者数は１５４３人とされた。長年にわたり裁

判官及び検察官の採用人数が抑制されている現状では、司法試験合格者の大多

数が弁護士登録を行うこととなるが、今後も現在のペースで弁護士数の増加が

進む場合、当会が総会決議で指摘した諸弊害は、一層増大するおそれがある。 

５ さらに、たとえば、直近３年間に比較すると、合格率は平成２６年が２２．

５８％、平成２７年が２３．０８％、平成２８年が２２．９５％と推移してき

たところ、本年の合格率は２５．８６％となって約３％上昇した。 

また、合格点は、平成２６年が７７０点、平成２７年が８３５点、平成２８

年が８８０点、本年が８００点であるのに対し、全受験者の総合点について、

各年の分布を代表する中心的傾向を表す中央値を見ると（短答式試験不合格者

と論文式試験最低ライン点未満者は中央値より低い総合点であったと擬制して

いる。）、平成２６年が６０４点、平成２７年が６７９点、平成２８年が７２

５点、本年が６５９点であって、合格点と前記中央値の差が、本年は直近３年

間に比較して１４点～２５点縮減している。 
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これらの数値的変化は、各年の受験者全体の得点状況との対比において本年

は合格ラインが下がったことを示すが、法曹志願者が激減している現状等から

は、本年の受験者全体の試験の解答能力が昨年までに比べて急に上昇したもの

とは考えにくいことからすれば、本年の合格ラインは、絶対評価としても低下

した可能性が高い。そして、かかる現象は、司法試験の受験者数が大幅に減少

している状況下で、合格者数は昨年並みの１５００人台としたために生じたも

のと言わざるを得ない。 

以上からすれば、本年の司法試験の合格判定は、上記法曹養成制度改革推進

会議の取りまとめとしての「１５００人程度以上」に拘泥し、合格ラインを意

図的に引き下げた可能性が高い。 

  政府が、法曹の質の確保という市民に対する国の重大な責務を軽視し、「法

曹の質の確保」という上記取りまとめの重要な留保を無視したのではないかと

の疑義を免れない。 

６ よって、当会は、本年の司法試験合格判定の適切性に懸念を表明するととも

に、引き続き政府に対し、司法試験合格者数の更なる削減と厳正な合格判定の

実施を求める。 

 

 平成２９年１０月２０日 

 

       長野県弁護士会 

       会長   三 浦 守 孝 


